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キ
ン

左
方
下
部
に
彦
四
郎
・
様
印
と
分
聾
す
る
。
縦
三
寸

三
分
、
樹
コ
一
寸
一
分
、
叉
は
縦
三
寸
五
分
、
樹
二
寸

八
分
、
重
さ
四
十
三
匁
。

ハ
十
八
〉
上
手
竿
銀

l
様
賦
で
、
胸
聞
に
縦
に
三
列
の

小
践
が
あ
り
、
上
部
一
令
所
に
上
字
が
あ
る
。
長
さ

ご
寸
ご
分
、
俸
の
径
四
分
。
所
謂
竹
流
し
と
い
ふ
も
の

是
で
あ
ら
う
。

ハ
十
九
)
上
字
国
銀

l
岡
形
で
、
そ
の
表
面
の
閥
附
に

小
泉
を
列
し
、
上
部
に
上
字
が
あ
る
。
聞
の
径
一
寸

ご
分
。

(
ご
十
〉
花
除
切
鋭

l
硝
長
方
形
で
、
今
一
商
に
間
内
畏

字
・
角
内
座
芋
・
府
間
内
側
H

印
の
槌
印
や
-
繍
掠
す
る
。

切
銀
は
き
り
が
ね
で
、
こ
ま
が
ね
と
も
、
民
吹
銀
と

も
い
ひ
、
随
意
の
大
さ
に
切
断
使
用
す
る
も
の
で
あ

る
。
縦
三
寸
九
分
、
柿
ご
寸
四
分
。

キ
ン
ガ
タ
=
金
ヶ
谷
石
川
郡
水
紫
山
の
北
方

務
符
で
、
そ
の
水
は
陪
川
に
流
入
す
る
。

キ
ン
ギ
ン
イ
レ
タ
テ
プ
ギ
ヨ
ウ
金
銀
λ
立
奉
行

質
文
元
年
商
問
漏
右
衛
門
・
中
村
新
之
・
活
・
中
村
菊
五

作
・
山
口
捕
買
.
兵
衛
の
命
ぜ
ら
れ
た
の
が
始
ら
し
く
、

延
貸
元
年
に
は
板
棒
兵
助
、
八
年
六
周
脇
附
小
平
が

亦
命
ぜ
ら
れ
た
。
元
和
の
頃
に
は
四
人
問
。
、
元
機

末
年
よ
り
は
二
人
充
と
な
っ
た
。

キ
ン
ケ
イ
タ
ウ
ギ
ヨ
タ
金
渓
窪
玉
加
賀
務
組

前
川
利
家
の
子
菊
蛸
の
法
制
則
。
詳
し
〈
は
金
援
空
玉

滋
女
。キ

ン
ケ
ン
グ
ウ
金
銀
官
〈
一
)
総
裁

l
金
銀
宮

は
白
山
七
社
の
一
つ
で
、
石
川
郡
河
内
定
鶴
来
に
鎮

座
す
る
。
源
平
感
表
記
巻
サ
九
に
、
『
金
制
m
，
宮
と
申

す
は
、
白
山
七
社
の
内
妙
理
櫨
裁
の
第
一
の
王
子
に

御
座
す
。
本
地
は
供
梨
迦
羅
明
王
な
り
。
』
と
い
ひ
。

白
山
記
に
『
金
銀
富
。
賓
殿
拝
殿
講
堂
大
B
却し東一貫厳

二
四
八

宮
、
白
山
第
一
王
子
、
本
地
供
利
伽
綴
明
王
、
鳴
一
越
男
一
下
問
警
は
山
，
内
の
徒
を
助
け
る
震
に
下
台
、
阿
側
一
れ
等
の
こ
と
は
白
山
宮
舵
m
服
部
申
記
録
に
見
え
る
例

跡
御
冠
品
者
=
上
、
次
円
弛
wa
銀
弓
金
箭
円
金
作
御
太
万
ハ
一
一
坊
滋
説
法
印
-P-
滋
ん
で
白
山
本
宮
に
陣
し
、
出
で
L

一
で
あ
る
が
、
貿
際
の
反
問
闘
容
は
常
に
絶
え
な
か
っ

カ
セ
給
。
』
と
記
さ
れ
て
ゐ
る
。
こ
の
跡
簸
は
、
自
一
火
奇
病
搾
に
政
っ
た
の
で
、
舎
一
鎚
宮
・
寺
家
・
在
家
多
一
た
で
あ
ら
う
し
、
金
創
宮
方
が
多
〈
は
弱
勢
で
あ
っ

一

切

晶

ギ

一

山
の
大
御
前
と
大
汝
岳
と
の
聞
な
る
観
ヶ
民
に
銀
座
一
ぐ
焼
亡
し
た
。
泊
搾
は
金
銅
宮
と
同
じ
〈
鎚

ωに
在
一
た
と
思
は
れ
る
。

す

る

。

般

に

鎚

の

明

跡

と

も

‘

つ

ろ

ぎ

の

縦

割

と

も

一

っ

た

の

で

あ

る

。

一

キ

ン

ケ

ン

グ

ウ

金

銀

宮

石

川

郡

松

任

問

新

町

い
う
た
。
義
経
記
巻
七
に
、
『
共
の
日
は
つ
ろ
ぎ
の
一
ハ
=
一
〉
投
錨
宮
と
白
山
本
営

l
金
銀
宮
の
位
也
は
白
山
一
の
郊
端
に
鎮
座
す
る
o
式
内
等
鶴
祉
担
に
、
『
金
創
建

椴
割
に
塞
り
給
う
て
』
と
あ
ろ
も
の
是
で
あ
ろ
o
金
一
本
践
に
近
〈
、
し
か
も
そ
の
勢
力
満
額
制
す
る
に
足
一
跡
祉
。
松
任
村
銀
座
。
溜
偲
云
o
佐
古
制
-
】
純
白
山

創
の
文
字
も
古
ヘ
ツ
ル
ギ
と
訓
ん
だ
と
の
設
も
あ
る
一
っ
た
か
ら
、
時
々
・
衝
突
や
・
揺
れ
な
か
っ
た
o
後
飽
醐
天
一
御
子
制
金
銀
宮
之
跡
顕
-
也
。
或
都
=
八
剣
宮
巳
と
あ

が
、
是
は
信
じ
蟻
い
。
叉
こ
の
祉
や
・
八
剣
一
刷
と
い
ふ
一
明
正
巾
ご
年
四
月
四
日
本
宮
の
臨
時
祭
に
競
胞
の
俄
一
る
。
鹿
安
元
年
か
ら
山
伏
腕
臓
坊
、
次
に
捕
物
院
な
ど

も
の
が
あ
る
の
は
、
後
〈
枇
mm
で
あ
ろ
o
境
内
に
は
一
そ
行
う
た
o
先
例
に
よ
れ
ば
、
競
Mm
は
品
市
川
測
宮
の
指
一
が
奉
仕
し
た
こ
と
も
あ
る
o
明
治
に
索
。
祉
併
合
腹

剣
祉
・
戸
の
泊
・
牛
石
な
ど
が
あ
ろ
。
戸
の
池
は
加
賀
一
郎
キ
・
得
ろ
こ
と
に
な
っ
て
ゐ
た
が
、
今
本
宮
の
衆
徒
一
し
、
七
年
金
銀
跡
祉
と
殴
め
た
。

古
跡
考
に
明
瑞
水
、
俗
に
殿
他
と
あ
る
。
牛
.h.は
刊
一
例
に
之
十
奉
仕
し
た
か
ら
、
金
創
宮
で
は
之
や
・
鍵
龍
一
キ
ン
ヨ
琴
湖

J
イ
マ
エ
ガ
タ
今
江
潟
。

時
指
た
し
た
女
の
石
に
な
っ
た
の
だ
と
い
ひ
、
約
牛
一
し
、
税
五
日
競
馬
喰
事
仕
し
た
紳
人
の
下
向
そ
途
に
一
キ
ン
コ
ウ
ジ
琴
江
寺
珠
洲
榔
挺
俸
に
在
っ
て
、

の
如
き
形
脅
し
て
ゐ
ろ
。
古
へ
金
剣
宮
に
は
長
夜
・
も
一
嬰

L
、
彼
等
斡
捕
へ
て
慢
を
析
。
、
交
結
局
常
断
つ
一
一
隅
抑
宗
法
燃
波
に
臨
す
る
。
点
字
の
部
上
に
、
『
常
叫
す

衆
徒
も
あ
り
、
峨
大
な
祉
で
あ
っ
た
が
、
一
向
一
俊
一
た
。
本
宮
の
衆
徒
怒
っ
て
金
剣
宮
主
持
ひ
、
奮
闘
巳
一
開
基
者
、
昔
四
辻
大
納
言
常
凶
へ
下
向
時
住
に
付
川
崎

駿
庖
以
後
金
〈
袋
へ
て
、
一
時
は
宮
守
の
百
蛇
俄
之
一
の
刻
よ
り
巾
の
一
動
に
及
び
‘
幼
合
倣
十
字
認
に
焼
一
一
牌
所
建
-Xo
則
琴
江
院
の
脱
営
賜
ふ
。
本
館
帯
翻

-
脅
か
鎚
-P・
預
る
詐
・
り
に
な
っ
て
時
た
。
一
潟
せ
ら
れ
、
立
に
死
削
字
附
し
た
o
是
に
於
い
て
爾
一
脅
、
京
都
東
山
清
水
と
同
木
同
作
。
閉
山
者
京
都
市
仇

C
一
)
金
剣
宮
の
遺
管

l
舎
一
鎚
宮
諮
径
の
取
に
闘
し
て
↑
宮
得
議
事
所
上
治
せ

L
め
、
朝
廷
の
札
断
を
求
め
た
一
一
瞬
寺
大
明
凶
師
弟
子
泊
俗
和
向
に
而
有
之
候
o
』
と

は
、
亦
白
山
宮
舵
鍛
締
巾
泡
録
及
び
三
宮
前
記
に
一
一
が
、
守
純
wm
機
家
明
の
制
停
に
よ
っ
て
、
一
一
平
和
を
一
あ
る
。

ご
の
傍
へ
ら
れ
る
も
の
が
あ
る
。
後
蝶
銭
安
打
市
淀
元
一
践
し
、

M
年
五
月
以
除
の
競
馬
曾
は
本
宮
衆
徒
の
み
一
キ
ン
ゴ
ジ
ヨ
ウ
金
吾
按

J

シ
キ
ジ
ヤ
マ
ジ

二
年
金
細
部
官
の
貸
殿
荷
造
欝
し
た
。
こ
れ
は
法
廷
の
一
の
柏
判
断
で
行
は
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
叉
後
村
上
天
一
ヨ
ウ
敷
地
山
城
。

結
縁
に
よ
っ
て
行
は
れ
た
も
の
で
あ
ろ
。
後
村
上
天
一

n
y
E
M
T
十
八
年
ハ
点
治
ご
〉
流
用
什
一
日
本
宮
仰
限
坊
一
ギ
ン
ザ
銀
座
加
賀
滞
の
銀
座
と
吹
座
と
は
、

島
市
輿
閥
四
年
(
煤
永
二
V

ご
月
十
日
夜
会
創
宮
に
火
一
の
仲
間
叉
次
郎
が
、
悶
治
巾
よ
り
脅
山
せ
ん
と
し
、
途
一
・
も
と
同
一
主
任
に
よ
っ
て
衆
管
せ
ら
れ
た
る
が
如

あ
っ
て
、
堂
宇
多
〈
延
焼
の
縫
に
縫
っ
た
が
、
制
問
一
一
秋
ぬ
-P溢
ぎ
た
が
、
金
創
宮
の
祉
官
制
口
又
次
郎
は
一
〈
、
前
倒
利
家
の
時
後
際
周
助
と
矢
問
中
.
計
と
や
・
岡
山

は
之
を
諒
縞
寺
に
移
す
こ
と
守
得
た
。
凶
っ
て
直
に
一
川
狩
の
鴎
途
酔
に
梁
じ
て
之
宇
一
服
留
し
た
。
仰
限
坊
一
周
し
た
る
に
起
る
。
元
勝
三
年
金
屋
丈
仁
の
欝
付
に
、

再
建
に
着
手
し
、
六
周
一
日
早
〈
も
上
械
の
式
や
・
単
一
の
徒
之
や
.
開
い
て
巾
同
奇
憎
し
、
宮
尻
の
坂
口
に
赴
『
秀
吉
公
の
時
様
到
様
と
大
納
言
様
と
被
仰
合
、
後
際

げ
、
こ
の
夜
制
緩
滋
御
あ
ら
せ
ら
れ
た
。
務
党
天
弘
一
い
て
仲
聞
に
助
勢
せ
ん
と
し
た
が
、
勝
露
坊
辿
誕
の
一
人
宛
拝
領
被
成
度
旨
御
訴
訟
に
付
‘
関
東
へ
は
後

路
永
三
十
三
年
金
鎚
宮
は
叉
彼
陪
所
か
ら
失
火
し
、
一
和
解
に
闘
っ
て
事
な
き
ゃ
一
得
た
。
務
活
安
県
路
永
三
藤
庄
三
郎
、
加
州
へ
は
後
藤
周
助
館
下
旬
け
る
随
、

拝
殿
・

E
殿
等
が
災
に
縫
っ
た
。
後
奈
良
天
九
七
草
雄
一
十
年
流
月
什
五
日
本
宮
mm鴎
利
佐
谷
の
刺
入
が
、
金
矢
回
全
計
と
申
者
脅
桐
司
に
被
仰
付
、
銀
座
制
勤

四
年
間
流
用
若
松
・
述
谷
ハ
波
佐
谷
Y
山
削
・
諸
課
一
組
宮
の
般
地
で
事
端
-P一
聞
い
た
時
に
は
、
本
宮
の
衆
む
。
』
と
見
え
、
浅
野
屋
次
郎
兵
衛
陶
緒
艇
に
、
『
後
藤

等
一
向
宗
の
諸
寺
は
土
民
を
寧
ゐ
て
、
小
一
授
超
勝
一
徒
金
創
宮
に
・
迫
っ
て
四
方
よ
り
之
脅
陶
ん
だ
。
金
創
用
助
・
矢
田
中
一
計
と
申
者
金
銀
の
吹
座
被
仰
付
。
』
と

寺
を
討
た
ん
が
箆
、
超
勝
寺
の
銭
っ
た
能
美
郡
山

J

一
宮
の
執
首
際
部
院
之
に
死
し
、
傷
者
殆
ど
算
な
か
つ
あ
っ
て
、
こ
の
爾
人
が
銀
座
で
も
吹
座
汚
も
あ
っ
た


